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道
路
構
造
令
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
新
旧
対
照
条
文

○
道
路
構
造
令
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
建
設
省
令
第
七
号
）
（
抄
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
計
画
交
通
量
）

（
計
画
交
通
量
）

第
一
条

道
路
構
造
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
十
一
号
の
国
土
交

第
一
条

道
路
構
造
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
十
七
号
の
国
土
交
通

通
省
令
で
定
め
る
者
は
、
高
速
自
動
車
国
道
、
一
般
国
道
又
は
首
都
高
速
道
路
公

省
令
で
定
め
る
者
は
、
高
速
自
動
車
国
道
、
一
般
国
道
又
は
首
都
高
速
道
路
公
団

団
若
し
く
は
阪
神
高
速
道
路
公
団
が
新
設
し
、
若
し
く
は
改
築
す
る
道
路
（
一
般

若
し
く
は
阪
神
高
速
道
路
公
団
が
新
設
し
、
若
し
く
は
改
築
す
る
道
路
（
一
般
国

国
道
を
除
く
。
）
に
あ
つ
て
は
国
土
交
通
大
臣
、
そ
の
他
の
道
路
に
あ
つ
て
は
当

道
を
除
く
。
）
に
あ
つ
て
は
国
土
交
通
大
臣
、
そ
の
他
の
道
路
に
あ
つ
て
は
当
該

該
道
路
の
道
路
管
理
者
と
す
る
。

道
路
の
道
路
管
理
者
と
す
る
。

２

略

２

略

（
車
線
に
よ
り
構
成
さ
れ
な
い
車
道
の
部
分
）

（
車
線
に
よ
り
構
成
さ
れ
な
い
車
道
の
部
分
）

第
二
条

令
第
五
条
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
部
分
は
、
次
の
各
号
に
掲

第
二
条

令
第
五
条
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
部
分
は
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
も
の
と
す
る
。

げ
る
も
の
と
す
る
。

一
～
三

略

一
～
三

略

四

付
加
追
越
車
線
、
屈
折
車
線
、
変
速
車
線
及
び
登
坂
車
線
の
す
り
つ
け
部
分

四

屈
折
車
線
、
変
速
車
線
及
び
登
坂
車
線
の
す
り
つ
け
部
分

五

略

五

略


